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第第１１章章    大大ききなな役役割割をを担担うう私私立立学学校校 

  

１１  私私立立学学校校ととはは  

自自主主性性とと公公共共性性  

私立学校は、公教育機関として国・公立学校と変わりなく公教育の一翼を担っている。すな

わち私立学校にも、公立学校と同様に憲法、教育基本法及び学校教育法が適用される。学校の

設置基準も公立私立で変わるものではない。 

しかし、私立学校は、公立と異なり私人の寄付財産等によって設立され、その運営も自立的

に行われるという性格を持っており、私立学校制度を規定する私立学校法が適用される。 

＜＜図図１１－－１１＞＞学学校校等等のの体体系系とと根根拠拠法法令令  
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私立学校法は、私立学校の自主性、公共性の確保とその健全な発達を図ることを目的として

昭和24年に制定され、 

・ 私立学校に対する所轄庁権限の制限、私立学校審議会等の設置などにより、私立学校の自

主性尊重の原則の具体化を図る 

・ 従来の財団法人に代わる学校法人という公益法人（広義）を設置者とし、また、その管理

運営は、理事会、評議員会等が行うこととし、私立学校の公共性を確保する 

・ 私立学校に対する公費助成の途を開く 

などを内容とするものである。 

このように、私立学校は、国・公立学校と同じ公教育機関としての共通性を持ちながら、運

営や教育について一定の自主性を発揮しやすいという特性をもっている。 

また、教育行政上は、公立学校が区市町村及び都道府県教育委員会の統一的な指導監督を受

けるのに対し、私立学校（大学、短大及び高等専門学校を除く。）は都道府県知事の所轄の下

に、教育活動や学校運営等の面において、それぞれの設立者の建学の精神に基づく独自性を発

揮することができる。 

 

 

【私 立 学 校】 
・ 設置者＝（原則として）学校法人 

・ 自主的に管理運営 

・ 授業料等の学納金、寄付金等を主体として運営 

学校法人は、私立学校法に基づいて設立される特

別の法人制度であり、公の教育機関である私立学校

の設置及びこれに伴う権利義務の主体となるもので

ある。 

なお、都内の私立学校、ことに幼稚園の中には、

宗教法人や個人など学校法人以外の者によって設置

されている学校がある。これらの学校は、現行学校

制度発足当時の事情等から、例外として認められた

ものであり、現在、都においては、学校教育機関と

しての公共性及び永続性の確保等の理由から、学校

法人立以外の学校の新設を認めていない。 

 

【公 立 学 校】 
・ 設置者＝地方公共団体 

・ 教育委員会が統一的に指導 

・ 公費で運営 

公立学校は、私学に比べ画一的であると言わ

れているが、近年の教育改革の中で、多様化し

ており、単位制高等学校、総合学科、中高一貫

校の設置、学習指導要領の弾力化など特色ある

教育活動を進める動きが出てきている。 

 

教育活動の分野においては、私立学校は、独自の校風と伝統の下に生徒指導、課外活動、あ

るいは職業・技能教育などの面において様々な特色ある教育活動を行っている。都内の私立中

学校及び高等学校の教育活動について次のような特色を挙げることができる。 

2

第１章　大きな役割を担う私立学校



第１章 大きな役割を担う私立学校 

3 

① 一貫教育の実践 

都内の学校法人の中には、中学校と高等学校あるいは、幼稚園から大学までを併設している

法人が少なくない。 

これを都内に高等学校（全日制）を設置している 206 法人についてみると、中学校を併設し

ている法人は、163 法人で全体の約８割（79.1％）を占めている（休校は除く。令和７年５月１

日現在）。これらの併設校、ことに中学・高等学校を併設している学校においては、６年間に

わたる一貫した教育を実施している学校が多く、このようないわゆる中高一貫教育は、私立学

校の大きな特色の一つである。 

  

② 男女別学校教育  

私立学校の中には、歴史的にも早くから女性の地位

向上をめざし、女子教育の普及実践等を目的として設

置された学校が少なくないこともあって、ことに高等

学校及び中学校においては女子校が多い。 

ただし、近年、男女共学のウエイトが高まっており、

ここ 10 年では、中学校で 15 校、高等学校で 20 校が

男女共学化している。 

 

 

＜＜表表１１－－１１＞＞男男女女別別私私立立学学校校数数                                               （単位：校） 

    
注１）休校中の学校を除く。                          （令和７年５月１日現在） 

注２）出典は、生活文化局私学部調査による。 

 

③ 宗教教育 

国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をし

てはならないとされている（教育基本法第 15 条）。しかし、私立学校法においては、教育活動

の一環としての宗教教育を禁止してはいない。 

都内の私立高等学校では、約２割がキリスト教や仏教の教義を教育方針あるいは学校運営の

基本にしている。 

高等学校（全日制） 129 55.4% 73 31.3% 31 13.3% 233 100.0%

中学校 90 49.2% 64 35.0% 29 15.8% 183 100.0%

男女校 女子校 男子校 合計

＜＜図図１１－－２２＞＞男男女女別別私私立立学学校校比比率率  

内側：中学校 

外側：高等学校 
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２２  東東京京のの私私立立学学校校のの現現況況 

都都内内のの私私立立学学校校数数 

令和７年５月１日現在の学校基本調査によると、都・区市所轄（幼稚園、小学校、中学校、義

務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、幼保連携型認定こ

ども園）の私立学校数は 1,859 校となっている（表１－２）。 

都内の学校数（大学、短大及び高等専門学校を除く。）を国・公・私立別にみると、私立学校

は、44.5％を占めている。学校種別では、区市町村に設置が義務付けられている小学校及び中

学校と、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校を除いた全ての学校種において、私立学

校の割合が国・公立学校を上回っている。 

＜＜表表１１－－22＞＞都都内内学学校校数数（（国国・・公公・・私私立立））  

 

注１）休校中の学校も含む。                       （令和７年５月１日現在） 

注２）出典は、学校基本調査による。 

 

＜＜図図１１——３３＞＞都都内内のの私私立立高高等等学学校校ににおおけけるる課課程程別別設設置置状状況況                       

（令和７年５月１日現在）
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国立 6 2 6 6 2 4 1 27
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都都内内のの児児童童生生徒徒数数 

令和７年５月１日現在の都内私立学校に在籍する児童生徒数は、543,396 人となっている。 

これを、学校種別に見ると、高等学校（全日制・定時制）が 174,903 人と最も多く、以下、

専修学校 128,517 人、幼稚園 84,338 人の順となっている。 

都内の児童・生徒総数に対する割合は、高等学校（全日制・定時制）では 57.6％、幼稚園、

専修学校、各種学校では 90％以上となっており、都の学校教育に果たす私立学校の役割の大き

さを表している。 

また各学校種合計では、35.4％を私立学校が占めており、全国の 25.2％と比較しても、都の

学校教育に果たす私立学校の役割の大きさがわかる。 

＜＜表表１１－－３３＞＞都都内内児児童童生生徒徒数数等等  （（国国・・公公・・私私立立））  

  

注１）高校の生徒数は本科生のみ。                     （令和７年５月１日現在） 

注２）出典は、学校基本調査による。 

  

＜＜図図１１－－44＞＞都都内内のの児児童童・・生生徒徒総総数数にに占占めめるる私私立立学学校校生生徒徒数数のの割割合合  

 

注）出典は、学校基本調査による。                    （令和７年５月１日現在） 
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３３  都都ににおおけけるる私私学学行行政政  

前節で述べたとおり、都内の私立学校に在学する児童・生徒等の割合は、高等学校で約６割、

幼稚園、専修学校、各種学校では９割以上となっており、私立学校は都の学校教育にとって大

きな貢献をしている。 

また、私立学校は、社会や都民の多様化する要請に応じて、その特性を活かして建学の精神

に基づく様々な特色ある教育活動を行っている。このように、量及び質の両面において、私立

学校は、学校教育の中で極めて重要な役割を果たしている。 

このため、都は、私学振興を都政の最重要課題の一つに位置付け、経常費補助を始めとする、

私学助成事業を実施している。令和８年度の私学助成予算は、総額で約 3,076 億円となってい

る。都の私学助成事業は、その目的や助成方法等により様々な分類が可能であるが、事業の性

質に着目した場合、学校運営に関する助成、保護者負担軽減に関する助成、教職員の福利厚生

等に関する助成に分類することができる。これらについては、都が直接補助するほか、区市町

村や公益財団法人東京都私学財団（以下「私学財団」という。）などの関係団体が執行する事

業に対して都が補助するものがある。 

 

＜＜図図１１－－55＞＞助助成成のの流流れれ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区市町村 

学学校校運運営営にに関関すするる助助成成  

  

保保護護者者負負担担軽軽減減にに関関すするる助助成成  

 

教教職職員員のの福福利利厚厚生生等等にに関関すするる

助助成成 

 

東東  京京  都都  

 

(公財)東京都私学財団 

日本私立学校振興 

・共済事業団 

○（財）東京都私

学財団 
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都は、学校教育法、私立学校法等に基づき、都知事が所轄する私立学校（幼稚園、小学校、中

学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校）の設置、

廃止、設置者変更等の認可及び学校法人の設立、解散の認可のほか、学校及び学校法人に関す

る諸届けの受理、その他これらの事務に関する指導を行っている。 

認可等の重要事項については、私立学校法第９条に基づく私立学校審議会の審議を経て実施

している。なお、幼稚園と専修・各種学校の認可・指導（法人に関する事務、外国人学校、市地

域にある教員免許・資格免許の認定又は指定のある専修・各種学校を除く。）については、区・

市が行っている（認可・指導については、第３章参照）。 

以上のような事務事業を執行するため、都は、生活文化局に私学部を設け、これらの事務を

分担所掌している。 
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４４  私私立立学学校校ををめめぐぐるる最最近近のの動動きき  

  ((11))  私私立立学学校校等等ににおおけけるる保保護護者者負負担担軽軽減減制制度度 

①①  幼幼児児教教育育のの無無償償化化  

令和元年５月 10 日に「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が成立し、現行の

子ども・子育て支援新制度（以下「新制度」という。）の幼稚園、保育所、認定こども園等

の利用者負担額を無償化するとともに新制度の対象とならない幼稚園、認可外保育施設等の

利用者への給付制度である子育てのための施設等利用給付が創設され、令和元年 10 月から

幼児教育の無償化が実施されている。 

幼児教育の無償化の趣旨は、重要な少子化対策の一つであり、また幼児教育は生涯にわた

る人格形成の基礎を培うものとして、子供たちに質の高い幼児教育の機会を確保することが

極めて重要であるとされている。 

国の幼児教育の無償化を踏まえ、都は私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業を再編し、全

ての世帯が都内平均保育料相当額まで支援を受けられるよう、独自に補助を行っている。 

なお、令和８年 10 月より、直近の物価水準や賃金動向等を踏まえ、国は無償化上限額の

引き上げを行う。 

 

②②  私私立立高高等等学学校校授授業業料料のの実実質質無無償償化化  

国は、家庭の状況に関わらず、全ての意思ある高校生等が安心して教育を受けることがで

きるよう、家庭の教育費負担の軽減を図ることを目的に、令和２年度から、私立高等学校等

就学支援金（以下「就学支援金」という。）を拡充し、私立高等学校等に通う年収約 590 万

円未満の世帯の生徒を対象に、全国の私立高等学校の平均授業料額を勘案した額まで支援し

ている（私立高等学校授業料の実質無償化）。 

都は、この機会を捉え、更に幅広い世帯が支援を受けられるよう、令和２年度から、私立

高等学校等特別奨学金の対象を、これまでの年収約 760 万円未満の世帯から年収約 910 万円

未満の世帯まで広げ、国の就学支援金と合わせて、都内私立高等学校の平均授業料を勘案し

た額まで支援することとした。また、年収約 910 万円を超過する世帯であっても、23 歳未

満の扶養する子が３人以上いる多子世帯に対しては、公立高等学校授業料額の半額相当を補

助している。 

 令和３年度から、都以外の自治体が認可している私立通信制高等学校も補助の対象に加え

ている。 

 令和５年度から、保護者負担の一層の軽減を図るため、申請と審査のオンライン化を実施

し、生徒･保護者や学校事務の利便性向上・ペーパレス化を進めるとともに、審査の迅速化

を通じて、支給の早期化を図っている。 

 都が少子化対策・子育て支援に対し、大胆に政策を拡充している中、家庭の状況に関わら

ず、子供たち一人一人が個性に応じた学校を自ら選択し、そこで学び続けられる環境の実現

や、将来への不安など様々な悩みを抱えている子育て世帯にとって大きな負担となっている
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教育費の負担軽減を目的として、令和６年度から、子育て世帯の経済的負担を等しく軽減で

きるよう、所得制限を撤廃している。 

令和７年度は、国の就学支援金において、現下の物価高騰による子育てに係る経済的負担

の軽減を図るとともに、現在の高校進学率が 99％に達していることを鑑み、改めてその義

務教育的な状況を踏まえ、年収約 910 万円未満の所得制限を事実上撤廃した。 

令和８年度は、所得制限のない新制度に改正され、日本国内に住所を有する日本人等の生

徒を対象に、全国私立高等学校等の平均授業料を上限とした補助を行う。 

  

③③  高高等等教教育育のの修修学学支支援援新新制制度度  

「高等教育の修学支援新制度」は、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づ

き、高等教育の充実を進める必要があること、低所得世帯の者であっても社会で自立し、活

躍することができる人材を育成する大学等に修学できるよう、その経済的負担を軽減し、少

子化の進展への対処に寄与すること、を趣旨として令和２年度に導入された。また、令和 7

年度から、多子世帯の学生等について授業料等の無償化（上限額あり）が導入された。 

具体的な支援としては、一定の要件を満たした大学等（大学、短期大学、高等専門学校、

専門学校）に在学する学生等のうち、特に優れた者であり、かつ、多子世帯に属する者もし

くは保護者の収入の状況に鑑み授業料等の負担を求めることが極めて困難な状況にある者に

対して、①授業料及び入学金の減免、②給付型奨学金の支給（独立行政法人日本学生支援機

構が行う）を併せて行うものである。そのうち、都は、都内私立専門学校等について、授業

料及び入学金の減免に要する費用の一部を財政負担するとともに、学校が制度利用の申請を

した場合の審査（機関要件の確認）や負担金の交付等を実施している。 

 

④④  私私立立中中学学校校等等のの保保護護者者負負担担軽軽減減  

都内中学生に占める私立中学生の割合は約 27％であり、全国平均（約８％）と比べて高

く、多くの私立学校が中高一貫教育を推進している中、国が行っていた支援事業が終了した

ことも踏まえ、教育費負担を軽減することで、厳しい家計状況にあっても学校選択の自由度

を高められるよう、子育て世帯に寄り添った支援として、令和５年度から都が独自に授業料

の一部を助成している。具体的には、都内に在住する私立中学校等に通う年収約 910 万円未

満世帯の生徒を対象に 10 万円を上限として支給している。 

   都が少子化対策・子育て支援に対し、大胆に政策を拡充している中、家庭の状況に関わら

ず、子供たち一人一人が個性に応じた学校を自ら選択し、そこで学び続けられる環境の実現

を目的として、義務教育期間でありながら、多くの生徒、保護者から私立中学校の教育が選

ばれていることを踏まえ、令和６年度から、私立中学校を選択するどのような家庭において

も経済的負担を等しく軽減できるよう、所得制限を撤廃している。令和８年度は、私立中学

校等授業料保護者負担軽減臨時特別事業費補助として、生徒１人あたり２万円を臨時的に支

援する。また、区市町村が、公立小・中学校における支援との均衡を図るため、私立小・中
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学校等に通う児童・生徒の保護者に対して給食費相当額の補助を実施する場合に、「私立小

中学校等給食費等負担軽減区市町村補助」として、都が支援を実施する。 

 

((22))  私私立立学学校校法法のの一一部部改改正正（（令令和和７７年年４４月月１１日日施施行行））  

 私立学校が、社会の信頼を得て一層発展していくとともに社会の要請に応えうる実効性の

あるガバナンス改革を推進するため、令和５年５月８日に「私立学校法の一部を改正する法

律」が公布された。 

改正の概要は、①役員等の資格・選解任の手続等と各機関の職務運営等の管理運営制度の

見直し、②学校法人の意思決定の在り方見直し、③その他会計、情報公開、訴訟等に関する

規定整備及び罰則規定の整備等であり、特に、①については、㋐理事と評議員の兼職禁止、

㋑理事選任機関の設置、㋒役員及び評議員における特別利害関係者の就任制限の範囲拡大な

どが盛り込まれた。 

 

((33))学学校校教教育育法法のの一一部部改改正正（（令令和和８８年年４４月月１１日日施施行行））  

人生 100 年時代やデジタル社会の進展の中で、職業に結びつく実践的な知識・技能・技術

や資格の修得に向けて、リスキリング・リカレント教育を含めた職業教育の重要性の高まり

等を踏まえ、専修学校における教育の充実を図るため、「学校教育法の一部を改正する法

律」が令和６年６月 14 日に公布された。 

改正の概要は、大学等との制度的整合性を高めるための措置（以下㋐㋑）、専門課程修了

者の学修継続の機会確保や社会的評価の向上のための措置（㋒㋓）、教育の質の保証を図る

ための措置（㋔）として、具体的には以下の各措置を講ずることとなった。 

【法改正に伴う措置】 

㋐専修学校の専門課程について、入学資格を大学の入学資格と同様の規定とし、また、在

籍者の呼称を「生徒」から「学生」に改める。 

㋑専修学校となるために最低限必要な学習時間に関する基準を、大学・高等専門学校と同

様に「単位数」により定める。 

㋒一定の要件を満たす専門課程（特定専門課程）を置く専修学校には、専攻科を置くこと

ができる。 

㋓特定専門課程の修了者全てについて大学編入学資格を認めるとともに、当該修了者は専

門士と称することができる。 

㋔専門課程を置く専修学校に大学と同等の項目での自己点検評価を義務付けるとともに、

外部の識見を有する者による評価を受ける努力義務を定める。 

 

((44))  乳乳幼幼児児期期のの子子育育ちち支支援援のの新新たたなな動動きき  

都は、令和３年３月「未来の東京」戦略を策定し、「子供の笑顔と子供を産み育てたい人

で溢れ、家族の絆と社会が支える東京」の実現に向けて、子供の目線に立って育ちや学びを

後押しする取組などを、全庁を挙げて展開している。 

令和５年度からは、「多様な他者との関わりの機会の創出事業」として、多様な他者との
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関わりの中での様々な体験や経験を通じて、非認知能力の向上等、子供の健やかな成長を図

ることを目的に、幼稚園・保育所等に通っていない未就園の乳幼児を対象に、保育の必要性

の有無を問わず幼稚園等で定期的な預かりを実施する取組の支援を開始している。 

令和８年度からは、こども誰でも通園制度（国事業）が乳児等のための支援給付として全

国の自治体（区市町村）で実施されることに伴い、「多様な他者との関わりの機会の創出事

業」は同制度の上乗せ事業として実施することとなり、同制度で給付対象となる子供の年齢

や利用時間の上限（月 10 時間）を超えて実施されるものを対象とした内容に変更される。 

また、「とうきょう すくわくプログラム推進事業」では、幼稚園等が各園の環境や強み

を活かしながら、「光」「音」「植物」など各園が設定するテーマに沿って、乳幼児の興

味・関心に応じた探究活動を実践し、非認知能力の向上など、幼児教育・保育の充実を図る

幼稚園等を支援している。 

保育料等については、国制度により３歳以降は原則無償化とされ、都はこれを第２子以降

の保育料等に拡充してきた。しかしながら、少子化対策に一刻の猶予もないことから、国が

実施するまでの間、私立幼稚園等の０－２歳児の第１子保育料を所得にかかわらず無償化

し、多様な他者との関わりの機会創出事業も対象とする（令和７年９月より）。 

学齢期について、令和 7 年度から開始された「東京都認証学童クラブ事業」は、学童保育

の高まるニーズに応えるために、区市町村が多様なサービスを提供できるよう、都独自に新

たな運営基準を創設するとともに、質の向上を支える財政支援を実施するものである。私立

幼稚園も実施可能であり、地域の教育拠点としての新たな役割として期待されている。 

  

((55))  児児童童福福祉祉法法等等改改正正（（令令和和７７年年 1100 月月１１日日施施行行））  

児童福祉法等の一部を改正する法律が令和７年４月 25 日に公布され、保育所等や幼稚

園、特別支援学校幼稚部の職員による虐待について、発見した者の通報義務や通報を受けた

行政機関の対応が規定された。 

同法で規定する所管行政庁は、事実確認や施設に対する指導又は助言その他の園児の安全

な環境を確保するために必要な措置を行い、これら事実確認等を行った措置の内容等を専門

的な知識を有する者に報告することとなった。 

そのため、都では令和７年 10 月より「幼稚園等における虐待に関する専門家会議」を設

置して報告を行っている。 

 

((66))  幼幼稚稚園園設設置置基基準準改改正正（（令令和和８８年年４４月月１１日日施施行行））  

幼稚園設置基準の一部を改正する省令が改正され、これまで１学級の幼児数は原則 35 人

以下とされていたが、原則 30 人以下に引き下げられた。施行期日は令和８年４月１日であ

るが、令和 14 年３月 31 日までは従前によることができるとする経過措置が設けられてい

る。 
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